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Ⅰ．はじめに：本シンポジウム開催の経緯

松岡佐知子

（早稲田大学法務教育研究センター助手・弁護士）

　早稲田大学大学院法務研究科は，女性の法曹が増えることには社会的な

意義があると考え，2015年 4月，正式に女性法曹輩出促進プロジェクト
（Female Lawyers Project，通称 FLP）を立ち上げて，女性法曹の輩出に取り

組んできた。このプロジェクトには，早稲田大学大学院法務研究科の執行

部，ジェンダー法学の研究者，そして同研究科を修了した若手の実務家が

参加しており，また，本プロジェクトはその立ち上げ以来，文科省におけ

る法科大学院公的支援見直し加算プログラムとしても高い評価を得てい

る。

　FLPの活動を開始して一年が経過した頃，そもそも女性法曹が増える

ことの意義が，社会にはまだ認識されていないのではないか，という問題

提起がなされた。早稲田大学大学院法務研究科をはじめ，千葉大学大学院

専門法務研究科や，中央大学専門職大学院法務研究科など，女性法曹の輩

出に取り組む大学院はあるものの，法科大学院全体から見ると，そういっ

た活動を行っている大学院は今日でもごく一部に過ぎない。また，大学等

の教育の場においても，弁護士会等の実務の場においても，「なぜあえて
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女性が必要なのか」という疑問を耳にすることは少なくない。

　確かに，「男性」「女性」という性別区分で物事を説明することが必ずし

も万能ではないと認識されつつある現代において，「女性」を強調するこ

とには，少なからぬ違和感や抵抗感があるかもしない。その違和感や抵抗

感は理解できるものである一方で，実生活の中では，（生物学的または社会

的な）性別によって，現実に直面する問題が異なるということは多い。そ

のため，「女性」であることによって，大なり小なり，男性とは異なるバ

ックグラウンドを背負っていることは間違いない。今回のシンポジウムの

中でも指摘のあったところであるが，法曹の世界は未だ男性が中心にいる

世界であり，そこに，バックグラウンドの異なる「女性」が参入し，発言

力を得ていくということは，法曹の世界に変革をもたらそうとする動きで

ある。したがって，この文脈では，「女性」を強調すること自体に意味が

あることになる。

　ただ若手の法曹が増えればよいというだけではなく，「女性」としての

バックグラウンドをもった法曹が増えることにこそ意義がある。FLPで

は，そのような考えに基づき，女性法曹の増加に重要な意義があるという

ことへの理解をより一層広げるべく，2016年 6月 4日，早稲田大学におい

て，千葉大学大学院専門法務研究科の共催，中央大学専門職大学院法務研

究科の協力により，本シンポジウムを開催した。

　本シンポジウムでは現代社会における女性法曹の役割ややりがいについ

て，さまざまな立場からの講演をしていただいた。また，今後女性法曹を

増やしていくために，どのような課題を克服する必要があるのかという点

についても，シビアながら生産的な指摘がなされ，非常に示唆に富んだシ

ンポジウムであった。そこで，活字としてシンポジウムの記録を残してお

くことにも重要な意義があると考え，ここに公表の機会をいただいた。

　当日は，法学部や大学院の学生，法曹実務家，研究者等，約40人余りの

参加者があった。本シンポジウムの開催にあたり，ご尽力いただいた関係

者の皆様，ご多忙の中ご登壇いただいた登壇者の皆様に，改めて御礼申し
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上げる。なお，以下の講演録では，質問者の氏名は匿名で記載している。

Ⅱ．シンポジウム講演録

1 ．趣旨説明「なぜ，女性法曹の輩出促進が求められるのか」

浅倉むつ子

（早稲田大学大学院法務研究科教授）

　皆さんこんにちは，浅倉むつ子と申します。私も，この早稲田大学大学

院法務研究科で，石田京子先生と一緒に FLPの一メンバーとして参加し

ております。私の専門は，労働法とジェンダー法というものなので，少し

ジェンダー法の観点から，このシンポジウムのプログラムについてご説明

させていただこうと思います。

　そもそも，ロースクールの出発点の話になりますが，司法制度改革によ

ってロースクールは出発いたしました。そのキーワードは何だったかとい

いますと，「全ての人々にとってアクセスしやすい身近な司法」というも

のでした。それが司法制度改革の出発点といいますか，念願のスローガン

でありました。それまでの司法が国民から少し離れていたということも反

省して，司法の担い手である法曹三者が，より国民に身近な活動をしなけ

ればいけないし，国民の思いとか願いとかをしっかり汲み取ろうじゃない

か，という観点から，司法制度改革が打ち出されたわけです。司法の担い

手についても，幅広い教養と豊かな人間性，十分な職業倫理を身につけ

て，社会のさまざまな分野で厚い層をなして活躍する法曹，というものを

目指していました。そのためにも，点，つまり試験で一発というのではな

くて，プロセスとしての法曹養成が必要だということで，ロースクールと

いうのが，司法制度改革の延長線上の中でスタートをしたわけです。

　一方，司法制度改革の議論の中で，さまざまな反省も生まれました。一

つは，国民に身近な司法と言いながらも，ジェンダーの視点が欠落してい
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るのではないかという問題提起が，主に実務を担う人々から出されまし

た。日弁連が，2002年の定期総会で，司法におけるジェンダーバイアスを

再生産してはならないという総会決議をあげまして，非常に印象的でし

た。そういう問題提起を受けて，私たち研究者と実務家が集まって，2003

年12月に，ジェンダー法学会というものを設立いたしました。研究者も実

務家も，司法におけるジェンダーバイアスをなんとか無くしていくため

に，一生懸命努力していきましょうということで，実務と研究の架橋を目

指して，ジェンダー法学会をスタートさせたわけです。ジェンダー法学会

は，研究をするというだけではなくて，しっかりと教育をすると。どうい

う教育をしようかということもあわせて，私たちは，ともに，議論しなが

らこの学会を運営してまいりました。

　全国のロースクールでも，ジェンダー法というものを講義として立ち上

げる動きがありました。なかなか新しい学問というのは確立した体系がな

いため，困難はありました。でも，司法におけるジェンダーバイアスをな

くすためには，これから先，社会の担い手である法曹の人々にもそういう

意識を持ってもらおうということで，ジェンダー法という授業がスタート

いたしました。早稲田大学でも，2004年のロースクール創設以来，ジェン

ダー法という講義をやってまいりました。また，臨床法学教育（家事・ジ

ェンダー），いわゆるリーガル・クリニックという授業で，実務家教員と

研究者教員と，ロースクール生とが一緒に法律相談をしましょうという，

非常に実践的な教育が行われています。さらに，これは早稲田特有なので

すが，学生・教員・実務家でジェンダー法問題に取り組む，「ジェンダー

法研究会」という公認サークルがあります。これは，2004年に，ロースク

ールの学生さんたちが自発的に立ち上げたもので，もう十数回，夏季合宿

などをやりながら，ジェンダー法について勉強を続けております。今日，

このシンポジウムの準備に関わってくださいました皆さんも，このサーク

ル出身の実務家の方が多いわけですけれども，そんな教育をしておりま

す。
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　早稲田ロースクールの修了生で，ジェンダーに関心を持つ人々がどうい

うところで活躍しているかといいますと，たとえば，各地の弁護士会の両

性の平等に関する委員会に参加したり，夫婦別姓訴訟のあの弁護団の 3分

の 1から半分は早稲田ロースクールの出身者だなと分かったりですね，さ

まざまに，そういうところで活躍しております。

　今日のシンポジウムの主催は早稲田大学大学院法務研究科ですけれど

も，本研究科で実施している女性法曹輩出促進プロジェクトは，国からの

支援を受けることになりました。私たちの今までやってきた活動が，国か

らの支援を受けて認められた，ということは，非常に喜ばしいと思うので

すけれども，なぜ女性法曹の輩出が求められるのか，ということを，今日

のシンポジウムでは十分に議論をし，皆さんにご意見を伺いたいと思って

おります。

　私は，高校生の時に初めて，結婚退職制違法という裁判例に遭遇しまし

た。結婚退職制は公序良俗違反である，という初めての判決が，昭和41年

12月20日，東京地裁で下されたわけです（住友セメント事件）。その判決に

遭遇して，私は大学で労働法を勉強したいなと思い，労働法を勉強するよ

うになりました。この裁判が，女性の法曹によって取り組まれた，初めて

の雇用における性差別の判決です。女性も，結婚して家庭を持っても働き

続けることができるんだ，それが当たり前なんだ，そういう判断を裁判所

がしたということは，私のような高校生にも，大きな勇気を与えたとい

う，そういう社会的な意義があったと思います。

　もう 1つ，初めてのセクシャルハラスメントを巡る判決を紹介したいと

思います。これは，福岡事件として有名です。この判決が出たのは，1992

年 4月16日です。これは，日本で初めて，セクシャルハラスメントを受け

た人が提訴した事件です。どういう事件だったかを簡単に言いますと，福

岡にある小さな出版社で，原告の女性が 2年間にわたって上司からさまざ

まな私生活に対する中傷の言葉を投げかけられて，非常にやりづらくなっ

て退職してしまった，というケースです。この原告は，これは権利侵害で
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あるし，自分にとってはとても耐えられないということで，中傷をした上

司に対して裁判をしたいと思ったのですが，どこにもその事件を受けてく

れる弁護士さんがいない。前例がないんですね。一生懸命いろんなところ

に相談した結果，福岡には女性法律事務所があり，女性の弁護士さんがそ

れを受けてくれた，といういきさつがあって，初めての日本でのセクハラ

裁判になった，というわけですね。その時に，その弁護士さんは，一般的

にこれは名誉棄損でできるかもしれないけれども，でも単なる名誉棄損で

はないと感じたんですね。これは女性が働くことに対する性差別であり，

権利侵害であると。だからやはり，裁判にしていかなければならないと思

ったと。こういうケースを見るにつけ，これを引き受ける代理人というの

は，やっぱりいろんな経験を持っている人がいいし，女性の気持ちを十分

理解できる人がいてもらってよかったなと，つくづく思います。女性なら

ではの経験に寄り添うことができる，そういう女性法曹が，この法律の世

界に増えて欲しいなと，つくづく思った次第です。

　人々にとって身近な司法，人々にとって身近な法曹というならば，やっ

ぱり，多様な法曹がたくさん参加した司法を作るべきであると思います。

少し長くなりましたけれども，本日は，そういう意味で，男女共同参画に

ついて極めて深い見識をお持ちの方々，それから活き活きと今現在活躍し

ていらっしゃる女性法曹の皆さんに参加していただいて，このシンポジウ

ムを行うことになっております。とても興味深い内容になることを期待し

ております。どうぞ最後まで参加していただければと思います。

2 ．「男女共同参画社会に向けての課題と展望」

内閣府男女共同参画局長　武川恵子

　こんにちは。内閣府の男女共同参画局長の武川と申します。

　本日はこのような機会にお招きいただきましてありがとうございます。

我が局で抱えている色んな課題や今後の展望などを皆様とご一緒に共有し
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て，今日は法曹ということですけれども，日本社会全体に関わる問題だと

思いますので，ご一緒に考えていきたいと思います。

（ 1）世界の動きと日本の男女共同参画行政

　我が国の男女共同参画に関する行政というのは，今までも国際的な動き

と常に連動して動いて参りました。日本の国内でももちろん戦前から婦人

参政権運動等ありましたが，やはり海外との連動の中で進んできたという

のが実態でございます。そこで，まず世界との比較ということを考えてみ

たいと思います。

　人権，といいますと，男性も女性も関係ないように思われていた時代が

非常に長かったと思います。フェミニズムというのが最初に提起されたの

は，フランス革命の頃ですね（第 1派フェミニズム）。フランス人権宣言の

「人権」という中に女性が含まれていないと抗議したオランプ・ドゥ・グ

ージュという方が，女性のバージョンの人権宣言を作ったところが始まり

だと言われています。

　それから19世紀後半になり，英領ニュージーランドで，国政レベルでは

初めて女性の参政権が導入されたというような動きがありました。日本で

も，戦前から婦人参政権の動きがありましたが，実態的に動き始めたのは

戦後。そして，日本国憲法24条の草案に，ベアテ・シロタ・ゴードンなる

方が，家庭の中における両性の本質的な平等とかそういうものを盛り込む

という動きがありました。

　そしてちょうど，1946年 4月に，女性衆議院議員39名が当選したと。女

性割合としては8.4％であり，共産圏を除けば世界最高水準の比率でござ

いました。今の女性割合は9.5％ですので，あの当時は男女参政権運動と

いうのが非常に新鮮な動きとしてあったということが分かります。

　ですけれども，なかなか，公的な，国と国民といった関係だけの男女平

等というだけでは，女性の実質的な地位の向上は図られないということ

で，第 2波フェミニズム「個人的なことは政治的である」ということで，

個人の問題と思われているようなリプロダクティブライツ，それから家庭
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の中の育児，介護，そういったものに関しても，社会的な支援が必要なん

じゃないかという視点が出されていきました。そういった動きを受け，国

連の方では，1975年に国際婦人年，そしてその後の10年を「国連婦人の十

年」というふうに設定しまして，1979年には女子差別撤廃条約が採択され

るという動きがありました。そのためにこの「世界行動計画」というのが

作られるんですけれども。日本もそれに応じて，政府全体としてそれに取

り組む体制を作り，「国内行動計画」を，世界のものが出ると同時に改定

していくという動きが出てきたわけです。

　ご存知のとおり，日本は1985年に女子差別撤廃条約に批准するのです

が，これに伴って，前年に国籍法が改正されました。雇用機会均等法も，

努力義務にすぎないじゃないかといろいろ言われましたけれど，1985年に

でき，家庭科の男女共修という方向性も決まる，というような動きがあっ

たわけです。

　冷戦が終結しますと，国連の方は地球的規模の問題に取り組むようにな

って，1992年にはリオで国連環境開発会議，有名な気候変動枠組条約と

か，生物多様性条約とか，アジェンダ21とか，そういった会議が開かれま

した。1993年には世界人権会議，同年に女性に対する暴力撤廃条約が採択

され，それから1994年にはカイロで国際人口・開発会議，この時のキーワ

ードとして「リプロダクティブヘルス・ライツ」という考えが出てきまし

た。そして，1995年，コペンハーゲンで社会開発サミットが開催され，貧

困とかインクルージョンとかいうキーワードが出てきました。そういった

問題を総括したような形で，女性の視点から，1995年，北京で開かれた世

界女性会議では「北京宣言及び行動綱領」が採択されるという動きになっ

てくるわけです。

　こういった地球規模の問題というのは，一国だけでは解決できません

し，政府だけでは解決できないということで，国連が NGOと直接的にタ

イアップして，パートナーを組んで，物事を解決していこうという動きが

出てきたわけです。
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　日本の方でも，1991年に育児休業法が制定され，その後1995年に同法を

改正して介護休業制度が盛り込まれました。さらには雇用機会均等法も

1997年に改正されると。そういうふうに，育児，介護にも社会的な支援が

必要であるという動きが出てきました。そして，北京以降ですけれども，

1999年に男女共同参画社会基本法が制定され，その後ストーカー規制法，

児童虐待防止法，DV法ができました。家庭の中に法は入らずということ

ではなく，家の中にも公的な介入をするんだと，そういう考え方が出てき

た，という動きになってまいります。

　国連の安保理の方でも，2000年に，「女性・平和・安全に関する安保理

決議1325号」というのが採択されまして，紛争の防止，平和構築は女性が

参画してやった方が，かえって良い解決ができるんだという考え方が出さ

れてきました。さらに，2010年，国連で，女性のエンパワーメント原則
（WEPs）というのが出されます。今度は NGOだけではなく，営利企業に

も，国連の重要なパートナーとして，児童搾取，人権搾取，腐敗防止と

か，そういうことに携わってもらうために組んでいくという動きです。女

性のエンパワーメントに関しても，営利企業と国連がタイアップして，作

っていこうと。こういう問題を解決していこうと。そういう動きがあっ

て，2010年，UNWOMENが発足しました。2015年は SDGs。SDGsには，

17個の大きなゴールがありますけれども，女性に関しては 5番目のゴール

になっております。単に 5番目のゴールが女性の問題であるというだけで

はなく，SDGsの中では，すべてのゴールに女性の問題が関係している，

ジェンダーメインストリーミングという考え方が非常に強く出されている

わけです。

　日本国内の方も，女性活躍推進法ができるという動きがありました。つ

い先ごろ開かれた G 7の中では，SDGsができてから最初の G 7ホスト国

であるということもありまして，伊勢志摩で開かれたサミットだけではな

く，関係する閣僚会合すべてにおいて，すべての政策分野で女性の問題，

ジェンダーを議論する必要があるんだということで，日本としてイニシア
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ティブをとったということになっています。

（ 2）日本の現状

　皆様ご存知のとおりだと思いますけれども，世界経済フォーラムが作っ

ている「ジェンダー・ギャップ指数」，2015年，日本は145ヶ国中101位で

した。指標が「健康」「政治参画」「教育」「経済参画」とありますけれど

も，特に政治が悪く，次いで経済も悪いと。ここが足を引っ張っているん

だということが分かります。ジェンダー・ギャップ指数が作られる前の，

国連のジェンダーエンパイアメントメジャーメント（GEM）という数値

も取ってみましても，日本の相対的な順位は下がっています。絶対的な数

値は下がっているので，日本も少しずつ良くなっているんですけれど，他

の国の方が，進捗が早いので，日本の相対順位は，1995年以来落ちてきて

いるということが分かります。

　それから，2006年以降の「ジェンダー・ギャップ指数」の相対順位を見

ましても，初めは115ヶ国中80位でしたけれども，2015年は145ヶ国中101

位ということで，相対順位としてはちょっと下降傾向です。特に一番悪か

ったのが2013年ですね。最近の 2年間は若干反転しております。

　相対的に落ちているのはなぜか。まず，政治の分野です。各国の，下院
（衆議院等）に占める女性議員の割合の推移を比較したものを見ます。日

本は，戦後は女性議員の割合が8.4％でしたけれども，その後ずっと 1％

台が続いてまいりまして，今は9.5％です。これに対して北欧などは，1970

年代くらいに非常に増えました。他の国もだいたい1995年あたりからぐっ

と増えてきています。日本はそこで離されてしまっているというのが，相

対順位が落ちている理由であります。

　他の国はどうして上がるのかといいますと，101ヶ国ぐらいがクオータ

制を導入しているわけです。フランスで2015年 3月に実施された県議会議

員の選挙ポスターを見てみましょう。フランスは，男女逆差別だと言われ

ないために，まず憲法を改正してから，2000年にパリテ法というものを導

入しました。パリテというのは，ゴルフのパーと同じで，イーブンであ
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る，ちょうど等しいという語源から来ているようです。男性と女性は人口

的には半分ずつであるわけですから，世の中のルールを作るところも男女

半分ずつになることを推進しようというものです。県議会議員は，小選挙

区制の上，無所属で立候補する人が多いので，どうやってパリテ法を導入

するかが非常に難しいと言われていたようです。そこで，選挙区の数を 2

分の 1にして，男女のペアで立候補するようにしたというわけです。これ

で，県議会議員は男女同数になったと。他の国は思い切った政策をどんど

ん取ってきている，ということです。

　次に，経済の分野に移っていきたいと思います。経済の分野も，日本は

大変遅れています。

　常用労働者100人以上を雇用する民間企業の管理職に占める女性割合の

推移を見ますと，2015年の課長相当職が9.8％。課長相当職以上，部長など

も含めた女性割合は，2015年に8.7％まで上がってきてはいますが，まだま

だであると。それから取締役です。最近，国際会議に行くと，日本はこの

3年で，女性役員の割合が倍増したんだと言っているんですけれども，実

際は，1.4％が2.8％になっただけということなんですね。まだまだであり

ます。女性役員が 1人でもいるという上場企業は，未だに，たった 4分の

1にすぎません。 4分の 3の上場企業には，女性役員が 0人であるという

のが実態です。今回改定した四次計画では，これを10％に増やすというの

を目標に掲げていて，研修をやったりして真面目に取り組んでいきたいと

思っております。

　それから，就業者，管理的職業従事者に占める女性割合の国際比較を見

てみます。就業者に占める女性割合は，他の国とあまり変わらないんです

けれども，管理的職業従事者に占める女性割合は，日本と韓国だけが格段

に低いということなんです。とにかく，昇進させるということが，日本の

重大課題ですね。さらに。司法分野に占める女性の割合，これを見ると，

頭打ちになっている感があります。足踏みをしている状態です。この足踏

み状態をなんとか解消する必要があると。他の分野も見ますと，社会のあ
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らゆる分野において，2020年までに，指導的地位に女性が占める割合を

30％にしたいということなんですけれども。30％というのは，世の中を変

えるためのクリティカルなポイントだと言われています。どの分野も，女

性割合は軒並み低いんですね。弁護士さんも18.2％しか女性がいません。

国会議員も9.5％ですが。とにかく，軒並み低いわけなんです。

　経済の分野において，賃金総額を男女で比較したものを見てみましょ

う。女性の方が，労働者の数が少ないですし，一人当たり働いている時間

も短く，時間当たりの賃金も低い。ということで，それを掛け合わせる

と，だいたい男性の何割ぐらい総賃金をもらっているのかというグラフが

出てきます。これはかなり古いデータで恐縮なんですが，日本より他の国

の方が伸びていて，伸び率のカーブが高い。日本は，置いていかれている

というのが分かります。

　では他の国は何をやっているのかというと，経済分野でも，結構思い切

ったことをいろいろとやっています。アメリカでも，ガバナンスの開示で

あるとかいろいろやっていますが，特に注目すべきは，役員クオータです

ね。ノルウェーが2003年に導入しまして，上場企業は，役員の 4割以上を

女性にしないと登記をさせてもらえないということになりました。フラン

スでも，2017年までに男女それぞれの比率が40％以上にならないと，他の

役員が役員報酬を受け取ることができないという罰則がついています。こ

ういった役員クオータというのはもう，ノルウェー，スペイン，イタリ

ア，オランダ，ベルギー，デンマーク，そして EUで導入されています。

ドイツも，2015年 3月にそういったものを導入しました。他にも，税制で

すとか公共調達ですとかいろいろやっておりまして，他の国は具体的にい

ろんな政策をやっているということが良く分かります。

（ 3）最近の男女共同参画行政

　日本も 3年前あたりから，女性の活躍に非常に熱心な安倍政権が誕生し

まして，国際的な公約にもしていくということで，国際的にも評価をされ

ています。特に待機児童を解消するとかですね， 5年間で50万人分の保育



女性法曹の社会的意義を考えるシンポジウム（2016年 6月 4日開催）　　135

園を増設すると。それから，育児休業給付を充実させると。もともと，育

児休業給付は休業開始前の賃金の50％だったのですが，2014年 4月から，

6ヶ月の間は67％にしました。育休を取っている間は，社会保険料が免除

されるとか，給付金に税はかからないとかいうこともありまして，だいた

い 8割の手取りが保障される，父親も母親もその条件で 6カ月までは育児

休業給付を受け取ることができる，ということをやったんですね。では，

2014年 4月から2015年 3月までの 1年間で，この政策によって，男性が育

休をどれぐらい取るようになったかといいますと，その前の年の2.03％か

ら2.30％に増えただけなんですね（笑）。ドイツでは，こういう政策をと

ってだいたい30％まで増えたと言われていますけれども，日本では本当に

増えない，ということなんです。

　他には，女性の就業者数が 3年で約100万人増えました。民間の管理職

の女性比率も，6.9％から8.7％に増えました。いろいろ成果は出てきては

いる，ということであります。今後何をやるかということですが，2015年

12月に，第四次男女共同参画基本計画というものを作りました。四次計画

でのポイントがいくつかあります。とにかく日本は，今，男性中心型労働

慣行というものがあります。長時間労働は当たり前，転勤も当たり前，と

いうものですね。そういう労働慣行でやっていると，女性の活躍といって

も限界があるということですね。ですから，多様な働き方をしていてもち

ゃんと出世できる，そういう社会にしていくということが，この 5年間で

一番重要な点であると。

　それから，指導的地位に占める女性割合を30％にといっても，一朝一夕

にはいきませんので，きちんと人材層を厚くするんだと。OJTなどで経

験をきちんとさせて，責任あるポストに女性を就けてもらったり，研修を

きちんとしていったり，そういうことで人材を育成しようと。そういうこ

とで，数値目標を盛り込んでいっています。採用する，係長にする，補佐

にする，課長にする等，全てのランクで目標値を作りまして，しっかり人

材を厚くしていくということをやろうとしています。そして，四次計画の
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司法分野は，検察官，裁判官，弁護士，法曹養成課程と項目がございま

す。検察官，裁判官といったところは，女性活躍推進法に基づき特定事業

主行動計画の策定が義務付けられておりますので，それをしっかりやって

いただこうと。それから弁護士に関しましても，クオータをはじめとした

ポジティブアクションを検討するように弁護士会にお願いしています。第

二東京弁護士会なんかはクオータを導入しています。日弁連自体は，2015

年の 1年間，正副会長の中に女性が 0人でしたね。意思決定過程の中にし

っかり女性を入れていただくようなクオータをお願いしています。

　それから，これは，つい先ごろ作りました，女性活躍加速のための重点

方針2016です。来年度に向けて各省がどのような予算要求をやっていくの

か，来年の通常国会に向けてどういう制度改正を検討するのか，という重

点方針を毎年 5月末とか 6月に作って，骨太の方針とか各省の概算要求に

反映してもらおうということで2015年から作るようになったものです。来

年度に向けては，同一労働同一賃金，長時間労働の削減といった，男性型

労働慣行を変えるという面が一番大きく出されております。公共調達の面

でも，ワーク・ライフ・バランスを推進しているような，女性活躍推進法

によってえるぼし認定をとったような企業を加点評価する，ということを

導入いたしました。それを今年は政府，来年は独法，地方公共団体，そし

て民間でも広げてもらおうと。オリンピック，パラリンピックは，世界的

な取組みとして人権的な調達というのを目指しておられるようなので，そ

れを機に，民間的にもぐっと広げていきたいという風に思っています。

　そして男性の家事，育児ですね。このシンポジウムの前の打合せの際に

も話題になっていまして，なかなか男性の弁護士さんも家事育児をしない

という話もありましたが（笑）。これも非常に難しい，難題なんですけれ

ども，もう少しこれも政策にしていきたいと思っています。経営者協会

と，学校などともタイアップして，お父さんが子どもに関わるのを日常的

な風景にしていかないといけないと思っています。

　来年に向けましては，性犯罪対策です。ワンストップ支援センター。性
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被害を受けた方は，弁護士さんに来てもらいたいとか，警察の相談とか，

産婦人科的な措置とか，自分で 1つずつ回るのは大変ですので，ワンスト

ップで支援できるように，都道府県で最低 1つはセンターを設けられるよ

うにしたいと思っております。今のところまだ26ヶ所ぐらいしかございま

せん。これを未設置自治体への働きかけることなどを考えています。それ

からいわゆる JKビジネス。これも女子差別撤廃委員会で話題になりまし

たけれども。AVに強制的に出演させるとか，いろんな問題ですね，こう

いった問題にも取り組んでいくと。そして，マイナンバーカードに通称を

併記できるように速やかに準備を進めていくということを決定しておりま

す。

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律，これが女性活躍推進

法ですね。ご存知のとおり，301人以上の常用雇用者がいる民間事業主は

全て，数値目標を盛り込んだ事業主行動計画を立てて，ポジティブアクシ

ョンを推進するというものです。2016年 4月 1日から施行されましたが，

事業主行動計画をちゃんと作ったのかということなんですが，国と都道府

県は100％作ったということです。市町村は98.5％ということなんですけ

れども，作っていない市町村は震災のあった福島県や熊本県に多いので，

体制が整ったら作っていただけると思います。次に，民間企業はどれだけ

作っているかというと，85.0％作られました。だいたい， 1万5400社くら

いあるんですが，既に 1万3000社は届け出たということです。似たような

枠組みの法律として，次世代育成支援法というのがありまして，2003年ぐ

らいですかね，その時は当初策定率が35％くらいしかありませんでしたの

で，今回の法律は浸透率が高いというのが分かります。それから，この法

律に基づくえるぼし認定というのがありますが，三ツ星を取っているのが

既に40社くらいあります。結構，建設会社なども多いんですよ。公共調達

でこれを活かそうという動きがありますので，そういった動きに連動した

ものかと思います。施行されて間もないのに，大きな建築業界も含めて動

いているというのは心強いかなと思っています。
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　政治の分野なんですが，政治の分野は大変重要な分野です。なかなか，

行政で自ら政策を立案するというのは難しい分野でもございますので，政

党に対して，ポジティブアクションを考えてくださいという要請を，2011

年から毎年しています。また，女性の政治参画マップというものを作っ

て，あちこちに貼っていただいています。マップにアイコンが立っている

のが，女性の首長さんとか議長さんがいるところですね。先ほど申し上げ

ましたように，日本は，衆議院での女性議員割合は9.5％，157位です。県

レベルでは，女性が 0人の県議会はなくなりましたけれども，いまだに 3

分の 1超ぐらいの町村議会では女性が 0人という状況です。他にも，はば

たく女性人材バンクということで，日弁連さんともご一緒に，取締役候補

となる女性人材の情報を提供したり，いろいろ政策をやっています。それ

から，「女性の活躍見える化サイト」。これは厚生労働省の方に統合しまし

て，「女性の活躍推進企業データベース」になりました。学生さんがどう

いう企業に就職しようかなと考える時にも利用していただきたいというこ

とで，企業がどんなふうに女性について政策を持っているのか，実際はど

うなっているのかということが分かるデータベースを作ったりしていま

す。

　政策は以上のとおりですが，なかなか課題も多く残されています。ぜひ

今後も皆さんと一緒に頑張りたいと思います。

3 ．「弁護士会のなかの女性弁護士」

弁護士　道あゆみ

（早稲田リーガルクリニック法律事務所／ 

元早稲田大学大学院法務研究科教授）

（ 1）自己紹介

　こんにちは。ご紹介いただきました，弁護士の道と申します。まずは自

己紹介を簡単にさせていただければと思います。私は，1988年，大学を卒
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業してすぐに NTTで営業などをやっておりました。当時は，まだまだバ

ブル時代と言われていた時期で，男女雇用機会均等法が施行されてすぐと

いうところで，景気が良かった時期ではあります。私は，いわゆる総合職

ということで会社に入りまして，男性並みに働かねばならないという，負

い目というか，気合をもって日々働いていました。今と違って，男性が 9

割以上で，その部署では私が女性 1人という環境で仕事をすることが多か

ったです。私は営業だったので，接待と称して夜遅くまで飲んだりもして

いました。

　その後，いろいろ考えて，元々法学部だったということもあり，弁護士

を志しました。弁護士登録後に留学にも行きました。海外では女性の法曹

が非常に多く，2001年に私が NYに留学したときも，ロースクールは，お

そらく半分以上が女性だったと思います。その後，長女を出産しました。

　それからご縁があって，早稲田のロースクールでも教える機会をいただ

きました。家事・ジェンダークリニックにも参加をさせていただいていま

す。私自身も，司法制度改革のうちの非常に重要な要素である法曹養成の

制度改革というものを，ジェンダーとの関連・文脈で，非常に期待をして

いた，問題意識を持って私なりに微力を尽くさせていただいた時もあった

なと，思っています。

　今，日本弁護士連合会事務次長をやっておりますが，今日は，日弁連と

は関係なく，一人の弁護士としてのお話です。日弁連がこう言っていたと

いうことにならないよう，お断りさせていただきます。

（ 2）女性弁護士をテーマにすることについて

　女性弁護士という言い方は，実は私はあまり好きではなくて，いつもは

あまり使いません。たとえば，シンポに出てお話をしたりする時に「女性

弁護士の道さんです」と紹介されて，疑問をもったという記憶がありまし

て（笑）。女性かどうかは別に説明する必要はないし，「女性弁護士」とい

う資格も仕事もないし，単に弁護士でいいんじゃないの，と思った次第で

す。
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　それと，日弁連には「両性の平等に関する委員会」という委員会がある

のですが，最近は，女性と男性の 2つの性別だけなんですか，という議論

が，結構盛んにされているんですね。だから，「女性弁護士」をクローズ

アップしてお話させていただくことは，実は，私自身はあまりない，とい

うことも留保させていただきながら，今日はお話をしたいと思います。

（ 3）日本の女性弁護士の実情

　そもそも，昔は，女性は弁護士になれなかったと聞いております。1940

年に最初の女性弁護士が 3名誕生して，それ以降，基本的には増加傾向で

推移をしてきているというところでございます。そのあたりの状況，女性

弁護士の歩みについては，2007年，日弁連が，「 3人から3000人へ」とい

うサブタイトルもつけて「女性弁護士の歩み」という書籍をまとめていま

すので，お時間があればぜひ入手してみていただければと思います。

　データの推移だけ申し上げると，2016年は女性の弁護士が6896人という

ことで，全体に占める女性比率が18.3％に届いたと。これが現時点でお話

できる数字でございますが，あんまり変わっていないですね。確かに数は

増えていますが，ご案内のとおり，司法制度改革の中で，弁護士全体の絶

対数が増えているんですね。女性の弁護士がそれにふさわしい増え方をし

ているかというとそうでもないよね，と。男性の増え方に比べて，女性の

増え方の方が緩やかであるということが分かります。

　どういうことなのかと言うと，新たに女性法曹になる方がさほど増えて

いないということがあるのかなと思います。2015年までの数字ですが，ロ

ースクール生に占める女性割合が30％いかないんですね。司法試験合格者

に占める女性割合も20％台というところです。

　また，年齢別，修習期別の女性割合というのがあります。当然のことな

がら，先ほどの数の推移を見ても分かるように，年齢のいった弁護士の中

には女性は少なくて，だんだん増えていっているという状況ではあるんで

すけれども，割合としては，劇的に増えているわけではないと思います。

たとえば，50代の女性割合は16％なんですが，40代は23％なんですね。20
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代はなぜか21％。年齢とは違った指標として，修習期別の男女割合を見て

みても，60期代は23％で，50期代とそんなに変わっていないというところ

だと思います。私が47期で，その時ちょうど女性割合が約 2割となった年

でしたが，そこから20年経っているのにそんなには変わっていない。 3割

はすぐだなと思ったのですが，そうでもなかったと。その原因の分析につ

いては，私自身も定見があるわけではありません。

（ 4）女性弁護士の意義，役割

　これは私自身の私見ですが，女性弁護士の意義と役割というのは，いろ

んなものがあり得ると思います。そもそも弁護士の使命は「人権擁護と社

会正義の実現」と言われております。浅倉先生のお話にもあったように，

ユーザーの側，すなわち依頼者の側の男女比率と，サービスを提供する

側，すなわち弁護士側の男女比率というものに著しくギャップがあるとい

うことは，サービスの提供の内容にかかわる，つまり，依頼者，サービス

を受ける側の司法アクセスというものの質あるいは量に影響するものなの

だろうと思っております。事実，過去，女性の弁護士たちが，具体的な裁

判を通じて，さまざまな女性の権利救済を勝ち取ってきたということは，

エピソードとしていくつもあるところでございます。

　そういう個々具体的なケースにおける救済等を通じて，女性弁護士の存

在というのが，司法そのもののジェンダーバイアスの解消ということにも

貢献していると思います。そのことによって，司法という三権の一翼を担

う力への信頼，公正さが維持され，改善されていくということにもなると

思っております。それから，武川局長のお話にもあったように，専門職で

あり，司法の支え手でもある弁護士の女性の数というのが，社会全体の男

女共同参画の指標の一つになっているのではないかと思います。

（ 5）女性にとっての「女性弁護士」の意義

　これは，これから法曹になるかもしれないという方に向けてのお話にな

りますが，弁護士を職業として選択する女性にとって，女性弁護士がどう

いう意味を持つのか。先ほど，武川局長のお話にもありましたように，社
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会全体においては依然として，労働市場における男女格差，賃金格差があ

って。私が大学を卒業する頃というのは，女性は最初に就職したところに

一生はいられないという前提，男性と同じようには扱われないという前提

で就職活動をしていました。私は「総合職」として会社に入ったわけです

が，入っても，これは男女平等なのかなと思うことが多くて。さりながら

やはり，男女平等であるということを自分が実現していかなければいけな

い，そのためには隣にいる男性と同じようなものをアウトプットしていか

ないといけないと思っていた記憶があります。いずれにせよ，この日本社

会において，女性が男性と同じように働き続けて同じように評価をされ，

言ってみれば経済的にも社会的にも男性と同様の地位を与えられるという

のは，今もなお容易くはないのだろうと思います。

　そういう中で，当時も言われていたのは，資格を持つということは，そ

の例外となり得るのだと。「つぶし」がきくとか，一度辞めても再開でき

るよと。どうしても女性は，ある時期，一旦は，ライフイベントの関係で

仕事を辞めなければならないかもしれないけれども，資格を持っていたら

再開は容易いと。そんな認識を私も持っていたかなと思います。

　しかし，女性一般にこの弁護士という職業はあまり人気がない。それ

は，昔も今も思います。その理由として，唯一確かなのは，周りにあまり

ロールモデルがないことがあると思います。女性の弁護士になって自分の

人生はバラ色になるのかなと考えた時に，そういう方が目の前にいないた

めに，この職業を選ぶ方が多くないのかなと。女性弁護士は，「職業的・

知的エリート」であると同時に「社会的地位の低い日本の女性の一員」で

ある，という言い方をされるときがあります。私自身が好んで使っている

わけではないんですが。日本の女性の経済的，社会的地位というのは，な

お男性に比べれば低い。だけど，女性の弁護士というのは，その例外的な

状況に抜けられる可能性がある，ということのようです。

　ただ，先ほどのお話にも出ていた，日本の男性型労働慣行に女性が合わ

せなければいけないというのは，一般企業ばかりではなくて，実は弁護士
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を含む法曹もある意味同様です。それは私が弁護士になって痛感している

ところです。

　昔は「うちは，女性弁護士は採らない」とか「女性修習生はちょっと受

け入れがたい」とかいうお話をされる男性弁護士がいました。また大きな

ローファームでパートナーにのぼりつめていくというのが弁護士の一つの

活躍のスタイルとしてありますが，女性弁護士がそれをなしとげるには，

いろいろなものを犠牲にしなければならないというのが，通説的です。し

たがって，女性弁護士は，社会的・経済的にパワーを持ち得る要素を持っ

ているのですが，それを追求しようとすると，女性であるという要素は限

りなく抑えていかなければいけない。言ってみれば， 2つの要素の中で，

いつもジレンマを抱え得るというか，両立するのはそんなには容易くな

い，ということかと思います。

　ただ，最近は，双方の要素が変わってきています。まず，弁護士だから

といって，社会的・経済的に一定の地位を一概に期待されるようなことは

なくなってきたと感じます。弁護士人口が増えているというのもありま

す。また，社会全体の男女共同参画の推移というのもあって，女性の社会

的・経済的地位というのが少しずつ変わると，この 2つの要素の関係とい

うのはまただいぶ変わってくると思っているところです。

（ 6）弁護士会の中の女性弁護士

　弁護士会という組織，職業集団において，女性がどういう状況にある

か，どういう課題を背負っているかということについてお話します。ま

ず，弁護士会がどういうところかというお話をしたいと思います。日本で

は，弁護士会は強制加入団体になっていて，弁護士として仕事をするには

必ず弁護士会に入らなければなりません。日本弁護士連合会というのは，

52ある各地の弁護士会が集まっているものです。弁護士は，各地の弁護士

会のどこかに加入するということを通じて，日本弁護士連合会の会員にも

なるという仕組みになっています。なので，弁護士会というのは，弁護士

になる人間にとっては，無視できない組織ということになります。そのた
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め，そこで決めたことには相当に影響されてしまいます。NYなどは必ず

しもそうではなくて，NYの弁護士会に所属はしていないけれども，弁護

士という資格だけは持たせてもらっている，そういうことが十分にあり得

ます。

　同時に，日本の弁護士会というのは，人権擁護と社会正義の実現を進め

る使命も負っていると自負しているわけです。そのために，弁護士会の中

には，たくさんの委員会組織があります。先ほど申し上げた両性の平等に

関する委員会というのも，その一つです。たとえば，人権に関する委員

会，憲法に関する委員会，消費者に関する委員会，貧困に関する委員会，

国際的な展開に関する委員会など，様々あります。そういった委員会を通

じて，実は外にいろいろな意見も発信しています。一定の社会的インパク

トを持つべく活動しているところではあります。

　その弁護士会というところで何か活動をするということは，裁判を通じ

て一つ一つ依頼者の権利を救済していくということ以上の，インパクトが

ありうるとも言えます。まさに人権擁護と社会的正義の実現に向けた活動

にマクロで関わることを意味しているのではないかと思います。弁護士会

や日弁連が動いたことによって，具体的な法律や制度が変わったというこ

とは，実際にあります。となると，弁護士会の中で，男性ばかりではなく

女性の弁護士が活動するということは，マクロ的に世の中の仕組みや法律

を変えるということに，女性が関わり得るということなのだろうと思いま

す。個別の事案に代理人として関わってきた経験なり問題意識なり英知な

りを集結させて，もう少し大きな，社会を変えるということに関わり得る

と。弁護士会の政策決定に，社会と同様の男女比と多様性が反映されると

いうのは，本質的には社会そのものが要請していることではないかと思っ

ています。そうであるとすると，そういうことを通じて女性弁護士は，自

分の目の前にいる方たちを救っていくだけではなく，世の中そのものを変

えていくという，ある種稀有な立場に立ち得る存在なのではないかと思い

ます。
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　ところが，じゃあ弁護士会の中で女性が活き活きと活躍しているのかと

言うと。最近はだいぶ変わったと聞いていますが，昔はいろいろありまし

て。今申し上げた女性修習生の就職難というのは，現にあったと。弁護士

事務所というのは一つ一つが独立の事業主なわけで，そこに対して弁護士

会や政府が，「女性をもっと採りなさい」と言うことは中々できなかった。

　また，公式行事問題というのがありました。日弁連には，「公式企画人

権ガイドライン」というのがあるんです。日弁連が主催等をしているとい

うのが「公式」の意味で，たとえば人権大会とか，総会とかですね。そう

いうものに付随する懇親会で，ジェンダーの視点だけでなく，マイノリテ

ィの方に対して失礼なことになってはいけないと，そういうことに配慮し

てくださいねというガイドラインなんです。

　さらに，男性弁護士と女性弁護士にはそれなりの所得格差がありまし

て，2010年の調査でそれが分かっています。資格を取れば，弁護士になれ

ば，社会における男女格差の例外を生きていけると思われるかもしれませ

ん。しかし，2010年の調査では，男性の平均所得が1500万円台，女性の平

均所得が900万円台と出ております。また，役員等意思決定の過程に占め

る女性の割合ですね。女性弁護士そのものの割合が 2割になっても，会

長，副会長，理事，事務総長等になる女性というのはやはり少ないです。

日弁連の機構の概要を見てみましょう。基本的には，日弁連の会員は，弁

護士会と弁護士等ですね。議決機関ということで言うと，総会，理事会

等。そして，役員（会長，副会長，理事等）。ここに女性が非常に少ないと

言われています。それでも増えてきたんですけれども，未だかつて女性の

日弁連会長というのは出たことがありません。13名いる副会長の中で，女

性がどれぐらいいたかというと，前世紀までは 0人でした。最初に女性の

副会長が誕生したのは，2003年になります。それ以降はパラパラと誕生す

るようになりまして，最近では 2名誕生することも珍しくなくなり，2014

年は 3名ということでした。画期的だと言われましたが，昨年は 0人にな

ってしまったと。理事というのは，理事会を構成していて，議決機関でか
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なり重要な意思決定をしているのですが，そこも従前，女性理事は 1人 2

人だった時代がずっとあって，2012年になると 5名，2013年 6名と，ちょ

っと増えている傾向にはあります。事務総長は 1人だけ女性が誕生したこ

とがあります。でも，最近はずっと 0人ということです。

　これがなぜなのかということを，あくまで私見として，お話したいと思

います。結局，女性の弁護士というのは，男性の古くからの労働慣行の中

で，男性と同じように働くことを期待されてしまう。女性の弁護士も家庭

責任を重く負うということが例外ではなかったと。綺麗に，日本における

男女格差の例外になっているわけではない。その上，自由業だから良いこ

ととそうでもないことがある。自由業だから，子どもが小さいときには，

自分の好きなように仕事の時間をコントロールできるというフレキシブル

さもある一方で，制度に守られるということもないので，自己責任だよね

と。自由業というのは経営者でもあるので，事務所の賃料を払い，事務員

さんの給料を払い，とやっているわけです。仕事を縮小したら赤字になっ

ていくわけで。そんなことから，男女の所得格差が広がってしまうという

のもあるのかもしれません。そうすると，ワーク・ライフ・バランスだけ

でもそれなりに大変なものですから，さらにそれにプラスして，弁護士会

の委員会に入るとか，理事になるとか，副会長になるとか，会長になると

か，そもそもそういう余力がない。そういう話を周りから聞きます。

　女性弁護士は，もちろん女性であるという特性があるわけで，となると

先ほど言った性別役割分担の中で，仕事と家庭の両立について，難しいも

のを迫られる。弁護士であってもそうであると。事業者であると，育休と

か産休とかが制度として無い。かつ，専門職なので，常に高度の職業倫理

を期待されていて，目の前の依頼者に対して高い責任を負うというプレッ

シャーもある。これに加えて弁護士会で役員をやったりすると，組織人と

しての力を求められるので，実は，容易くはない。そのことが，女性役員

が少ないことの背景にあるのではないかなと，私は個人的に思っていま

す。
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　最近，日弁連でも，このままだと女性の役員が増えないということで。

女性の役員を意識的に増やすというある種ポジティブアクションのような

ものも検討し始めています。各地の単位会でも，ポジティブアクションが

始まっているようです。その時に出てくるのは，今いる男性と同じことを

させたら，世の中の大人たちが全員，朝の 7時から夜の24時まで帰ってこ

ないということになりかねないわけで，家でのケアを必要とされているお

年寄りや子どもはどうなっていくんだろうという問題意識です。そんなこ

とは無理に決まっているし，無駄も多いし。そうすると，従前の男性弁護

士の仕事の仕方が変わるべきじゃないの，おかしいんじゃないの，という

ことにもなる。ようやく，そういう議論が始まっています。こういうお話

をあえてしたのは，女性の弁護士が増えるというのは，弁護士の世界だ

け，依頼者にとってだけではなくて，社会全体にとって大きな意味を持っ

ているのではないか，次の世代にとって大きなインパクトを持ち得るので

はないかと思っているからです。弁護士が増えて，弁護士会の中の男女共

同参画が進み，意思決定に多様性が反映されるということになれば，そこ

から発信されているマクロ的なインパクトというのも，それを反映したも

のになるわけですね。たとえば，日弁連が制度を変える，法律を変えると

いうことになれば，もしかしたら社会そのものの本当の男女共同参画の実

現に，弁護士会の男女共同参画が寄与していくのではないかと。それは，

司法におけるジェンダーバイアスを是正するために女性の弁護士が期待さ

れそれを担ってきたように，弁護士会そのものの男女共同参画は，社会全

体のジェンダーバイアスを解消するために，社会的なインパクトを持ち得

るのではないかと思っております。

　本当は，社会の意思決定機関に女性が入る，つまり議員さんに女性がよ

り多く入るというのはより直接的ですが，それがなかなか進まない中，自

由と正義をひょうぼうする専門職の団体が男女共同参画を進めるというこ

とは，社会にとって大きな意味を持つのではないか。なので，あなたも社

会を変えてみませんか，おかしいと，であれば変えていこうと，自分自身
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がぜひともそれに参加してください，とこれから進路を選ぼうとしている

皆さんには，お伝えしたい。本日お話ししたように，容易くないこともあ

りますが，弁護士の仕事も選択肢が増えました。弁護士会の意識も大きく

変わろうとしています。そこに飛び込んでいただいて，弁護士会と，それ

を通じて社会そのものを，健全に変化させるというかけがえない仕事に加

わっていただきたい。これ程意義ある仕事も中々ありません。そのことを

申し上げて，ひとまず私のお話を終わります。ありがとうございました。

4 ．「女性法曹の今日的課題」

日本女性法律家協会副会長・弁護士　金澄道子

（金澄道子法律事務所）

　皆さんこんにちは。ご紹介にあずかりました，弁護士の金澄道子と申し

ます。

　日本女性法律家協会というのは，歴史は相当古いんですけれども，今だ

いたい会員が860人くらいいます。最高裁判事の中では，岡部先生と，鬼

丸先生が会員でいらしていただいています。学者の方にはもちろんお入り

いただけますし，修習生，ロースクール生の方であれば準会員ということ

でお入りいただけます。これから法曹になるということを目指している方

に，女性法曹がなぜ必要なのかということ，なかなか増えていかない原因

は何だろうか，それをどうやって克服していこうとしているのかというこ

とを，自分の経験や，日本女性法律家協会で行っているキャリアサポート

セミナーでのお話も交えて，お話できればと思います。

（ 1）女性の視点をあらゆる法領域へ

　まず，女性法曹がなぜ必要なのかというところを，私なりの経験を踏ま

えてお話していきたいと思います。私は，女性の視点というものをあらゆ

る法領域に広めていくことが必要だと思います。女性の視点というのが，

問題を先取りして，切り拓いていく視点だろうと思っています。
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①　労働法の分野

　まず，労働法の分野を挙げたいと思います。浅倉先生と同じく，私も，

結婚退職制と退職の年齢の差別の問題がずっと戦われてきた，あの裁判の

記録を，高校 3年生の時に，憲法の教科書で読んだんですね。高校 3年生

の時に，政治経済の授業の関係で，憲法の佐藤功先生の書籍を読みまし

た。その中で，結婚退職制が違憲だ，年齢差別が違憲だ，という判決が紹

介されていて，そういう風に裁判で勝ち取っていくことによって，退職差

別が無くなっていったということが書いてありました。私は，それまで理

系で医学部志望だったんですが，それを読んで，こんな素晴らしい仕事が

あるんだ，世の中にはこんなすごい差別があるんだ，ということを初めて

知りました。その差別を克服していく手段として裁判というものがあっ

て，その中で戦う応援をしてくれる弁護士という仕事があるんだ，その仕

事は社会を変えていける，差別を無くしていく素晴らしい仕事だ，と感じ

ました。それで文転して，法学部に入ることになりました。

　労働法の分野というのは，差別がよく現れる典型的なところだと思いま

す。労働者派遣法制定よりもずっと前から，女性はパート，非正規低賃金

で働いてきた典型ですよね。今のように，非正規労働で低賃金，貧困とい

うことが大問題になる前から，シングルマザーは，大部分がパートで，貧

困で困っていたわけです。その頃から，女性の弁護士や日弁連の弁護士会

に設けられている両性の平等に関する委員会は，同一価値労働同一賃金と

いう原則があるのにおかしいじゃないかということを，意見書を出してず

っと言ってきていたんです。しかし，それがなかなか社会ではメジャーに

ならなかった。パートは，非正規・低賃金，貧困の究極の姿だったんです

が，女性が言ってもなかなか問題にならなかった。

　ところが今，男性にもどんどん貧困問題が拡大していって，男性が貧困

になって初めて，非正規労働がこれだけ大きな社会問題として取り上げら

れるようになってきている。この流れからすると，女性の視点というの

は，人権が侵害されている，差別をされているところのカナリア的な立場
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にあるんじゃないかと。カナリアというのは，炭鉱に入ってく時に，ガス

が充満していたりしないか確認するために，鉱夫さんは鳥を連れていく，

そのカナリアです。つまり，差別があるんだけれども，なかなかみんなが

差別とは気付かない。そういうところに，女性がまず気づくんではないか

と。女性が最初におかしいと思うところが，差別が発生している場面なん

じゃないかと私は思っています。

　派遣法というのは，当初は，対象が専門職に限定されていて，女性のプ

ロフェッショナルの賃金を上げるような意味もあるんだというような説明

もされていたかと思います。そういうことであれば，限定的だし，プロフ

ェッショナルだしということで，間接雇用も許容されていったと。でもそ

の時にも，法律家の団体としては，やはり管理責任を不明確にするという

ことで，反対意見等を言ったりしていました。

　結局，ご承知のとおり，労働者派遣法は制定されて，限定されていた業

種の部分もどんどん無くなっていきました。派遣法については非正規の典

型ではないかということで，問題になっているところでございます。雇用

の流動化の一方で，やはり，低賃金になっている，不安定雇用になってい

るということは否定しがたいところだと思います。まず，「まぁ対象は女

性だろうから，いいんじゃないかな」と思って許容されていたところが，

拡大されていって，現状のようになっていくと。「女性だからいいんだ」

ということではなく，やはり女性の視点から敏感に感じて，その視点とい

うのが，結局後から見ると，あれは社会全体に広まっていく徴表だったよ

ねと分かるんじゃないかと思います。その点で，女性は人権侵害，差別の

カナリアだというふうに言っているところです。

②　DV防止法

　次に，DV法ですね。平成13年に制定されました。もともと「人権」と

いうのは，歴史的にみても，男性だけを想定していたものでしたけれど

も，女性が声を上げることによって，女性の人権宣言もあったということ

で，広まっていったわけです。それでも，ずいぶん長く，法は家庭に入ら
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ずということで，家族・家庭は国家と個人という二元論の中から疎外され

て，法領域からは見えないような感じになっていたわけです。そういう中

で，家族とか家庭の中でこそ人権がきちんと生かされなければならないと

いうことで，公私の間に「家族」があって，その家族の中でこそ人権が大

切なんだよということになって，家庭内での暴力とかそういうことに対し

ても運動が高まっていきました。1995年の北京世界女性会議でも，女性に

対する暴力が大問題なんだということになって，2001年，日本でもようや

く DV法ができたわけです。法領域を，家庭の中にも入れていこうと。ス

トーカー規制法もそうですけれども，男女の交際というプライベートな中

にも法領域を広めていって，法の適用を広げていこうというものです。こ

の問題意識を広めていったのもやはり女性の視点ではないかなと思ってい

ます。

　DV法制定当時の話を読んだのですけれども，たとえば保護命令の導入

に際して，法務省がいろいろなロビイングをしていました。保護命令とい

うのは，配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が，配偶者からの

更なる身体に対する暴力により，又は，配偶者からの生命等に対する脅迫

を受けた被害者が配偶者から受ける身体に対する暴力により，その生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに，裁判所が被害者から

の申立てにより，配偶者に対して発する命令をいいます。この保護命令の

1つで，退去命令といいますが，DV加害者に対し，被害者と共に生活の

本拠としている住居からの退去を命ずる裁判所の命令を貰うこともできま

す。この保護命令制度を作るときにですね，法務省の担当者がロビイング

をして，議員に対して，「夫の所有権のある家から夫に出て行けという退

去命令を創設するということは，夫の財産権を侵害することになるのだか

ら，そんな制度はおかしい，作ることができない」という話をしていたと

いう記録が残っています。

　でも，夫の財産権よりも，被害者である妻の生命身体の安全の方がずっ

と保護すべき価値があるでしょう，と言って，被害者の立場から押し戻し
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ていける。そういうのは，被害者であることが多い女性が，きちんと法律

の議論に絡んで意見を言えるようになっているからこそだろうな，と思い

ます。ですから，女性は人権適用の領域拡大の騎手である，と言えるので

はないかと思います。

③　民法（選択的夫婦別姓の最高裁判決から）

　次に民法の改正。選択的夫婦別姓制度の最高裁判決で，違憲という判断

をしてくださったのは 5人ですが，女性の 3人の最高裁判事は全員が違憲

だという意見を書いてくださいました。通称でいろんな不都合が緩和され

るということについても，そんなことはないと反対してくださっていま

す。しかし，漏れ聞こえるところによりますと，男性裁判官には，そうい

うような考え方は全然受け入れてもらえなかったと聞いております。

　女性の最高裁判事は 3人とも改姓された方だったんですけれども，改姓

を余儀なくされるという社会的に弱い立場の経験値が，強い立場の人には

なかなか伝わらない，分かってもらえない。やはり人生の経験値によっ

て，判決というのも変わる部分というのはあると思います。弱い立場の経

験がある人間が最高裁判事に居るというのも大事なのではないかなと思い

ます。そういう弱い立場であるからこそ，人権侵害をされる者の立場，気

持ちというのが分かるのではないかなと思っています。

　民法には，氏の選択に関して，性中立的に書かれています。でも，力関

係によって，一方の性が不利益を被っていると。力関係によってこうなっ

ていて，間接差別であって，憲法14条に反しているんだという主張をして

いたんですけれども，それもなかなか通じることはありませんでした。間

接差別という概念をきちんと労働裁判の場でも主張して，これが実態なん

だと言っていくのは，差別されている側の女性の仕事ではないかな，女性

だからこそ実感を持って言えることなのかなと思っています。

　家族法の中には，氏の問題以外に，認知の問題をはじめ，女性の立場か

ら見て不合理だと思われる問題がいっぱいあります。そういう問題を感じ

る立場としての女性，というのは，こういうものを変えていく力になり得
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るんだろうなと思っています。民法の問題以外にも，寡婦控除（離婚また

は死別した女性に対して税金の控除をする仕組み）の問題もあります。夫と

死別した人が一番有利で，一番多く控除を受けられる仕組みになってい

て，離婚した人はその次に有利になっています。そして，未婚で子どもを

産んだ人というのは，同じ母子家庭なのに，寡婦控除は一切適用されない

んですね。つまり，税金が高くなるのです。そういう制度がまだ残ってい

ます。そういう制度はおかしいんじゃないか，ということで，日弁連に対

して人権救済の申立てもされています。このような問題に気づき，問題に

できるのも，女性が多いのかなと。女性の活躍の場だろうなと思っていま

す。

④　刑法改正

　現在，刑法改正の議論がなされているところです。強姦罪の規定も変え

ようという動きがあって，性交類似行為の構成要件を創設しようというこ

とになっています。今までは，膣性交だけが強姦になっていたのですけれ

ども，それに加えて口や肛門での性交も，性交類似行為ということで構成

要件を創設しようということになっています。あとは，法定刑も，強盗が

5年で強姦が 3年のところを，同じように 5年に引き上げようということ

で，今，法制審議会で議論をしています。それでパブリックコメントの募

集をしているというところです。

　審議会の段階で，心理学者の方が，被害者の立場からすると，膣性交で

も口でも肛門でも，異物が侵入してくる異常さ，気持ち悪さはそんなに変

わらないし，強姦というのは魂の殺人だと言われていますけれども，同じ

ように，たとえ膣ではないとしても，嫌だと思っているのに異物が入って

くることへの精神的なショックは変わらないんだということを，言ってく

れました。この心理学者の方も女性だったんですけれども。そういう応援

を得ながら，法制審の取りまとめの段階で，そういう構成要件を創設しよ

うという話になっているところです。

　女性弁護士等がいろいろ発言をして，やっと構成要件の創設や法定刑の
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議論に入っているところなんですけれども，やはり一部の，たとえば男性

弁護士，刑事事件を中心にやってきている弁護士からすると，新しい構成

要件をつくるということと，重罰化をするということには非常に大きな抵

抗があって，反対意見を出そうとしている弁護士会もあると聞いていま

す。そういう人達は，刑事事件というのは，国家対国民（被告人）であっ

て，被告人の権利の保護というものがまず一番に考えられるべきであっ

て，日本では被告人の権利保護も十分にされていない段階なので，重罰化

をしていくとか被害者の立場で考えるというのは時期尚早ではないか，と

主張しているわけです。

　でも，じゃあ，被告人の権利保護ができてから初めて被害者の権利を考

えるのかと。そんなことでは，いつになっても被害者の権利なんて考えら

れないでしょうと，こちらからは言っているのですが。やはり，いつも被

告人の立場で考える人と，被害者の立場，弱い者の立場で考える人とはな

かなか相いれないものがあって，弁護士会の中ではすごく大きな争いにな

ってはいるところです。やはりそういうところで，声を上げて，一生懸命

活動していけるのは，被害者を守る立場になることが多い女性の弁護士な

のかなと思っています。

　以上のように，女性の視点というのは，まだまだいろんな場面で非常に

大事で，必要になってくるだろうなと思っています。

（ 2）女性法曹の活躍を阻んでいると思われる要因

①　古い価値観

　では，女性法曹の活躍を阻害していると思われる要因は何なのかという

ことですが，これは，端的に言うと，古い価値観ということがあるだろう

と思います。司法研修所の女性差別という問題が，1976年（昭和51年），30

期の修習生の時にございました。これは，修習の公式行事である見学旅行

のときに，刑事裁判の教官が，女性修習生を呼び出して，「男が命をかけ

る職場に女は要らない。女性は裁判をするには適さない。君は家に帰って

良き妻になって，自分の才能を腐らせろ」というようなことを言われたと
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いうことがありました。これは女性の弁護士も非常に問題にしまして，衆

議院の法務委員会とかで問題になりました。その時，最高裁の人事局長が

衆議院に呼ばれて，「男の気持ちを話しただけだ」というようなことを言

ったりしています。結局は厳重注意になったということです。残念なが

ら，この業界はそういう体質が元々あった，というところです。

　その後，25年以上経って，検察官に女性枠があるということが判明しま

した。これは，平成13年，司法修習53期の人達が問題にしたことです。教

官が，「検察官になれるのは，各クラス，女性は 1名だと決まっている」

と言って，検察官志望の女性に肩たたきをしていたということでした。何

年間かの統計を取ってみると，たしかに，女性検察官は，各クラスから 1

人，もしくは 2人出ている。クラスから 2人出た時は，教官から「教官室

の調整で， 2人にすることはできるので，約束はできないけれども」と言

われて，教官が尽力してくれて，検察官になることができたという話が，

証言として出ています。

　そんな業界ではあるんですが，今は変わってきています。日弁連も，世

界的な社会状況の変化によって，変わってきていますし，今は裁判官にな

る方に女性が増えてきています。上述のような公の場での女性差別はなく

なってきていると信じています。じゃあ，何が活躍を阻害しているのかと

いうことで考えると，制度としてはなくなってきているんですけれども，

やっぱりまだ，性別役割分業意識が残っている，というところだと思いま

す。

　先ほど，収入の違いがあるということだったんですけれども，労働時間

を見ても，やっぱり男性弁護士と女性弁護士では違うんですね。労働時間

は，女性弁護士の方が少なくて，女性の40歳以下ですと，仕事にかける時

間が週60時間以内の割合が55％ですけれども，男性ですと，仕事の時間が

週60時間以内なのは37％で，やはり女性の弁護士の方が労働時間をセーブ

しているというところがあります。ところが，41歳から65歳の労働時間を

男女で比べると，ほぼ同じになります。ということは，40歳以下の時に，
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女性弁護士が仕事を調整しているということだと思います。

　これはなぜかというと，やはり子育て期だから，ということが中心にな

ってきます。そのことが，その後の収入とか，役職，経験，上司の評価の

差につながっていくのかなと思っています。そういうような男女の間での

役割分担意識がまだまだ残っていて，それは女性弁護士も逃れられないと

ころなのかなと思っています。

②　出産・子育て期の意識

　あと，女性の中で，出産・子育ての時の意識として，「自分がやらなけ

れば」という意識からなかなか逃れられないところがある。お金をかけて

シッターさんを雇って送迎をしてもらうとか，外に任せることが子どもに

申し訳ないという自らの意識というのも，やはりあるのではないかなと思

っています。

　この背景には，保育園の不足とか，いろいろな設備が十分でないことと

か，そういうこともあるんだろうとは思いますけれども。自分の中のそう

いう意識というのもあるし，配偶者の意識というのも大きいところだと思

います。

　私の知っている人で，弁護士同士で結婚して子どもができたんですけれ

ども，男性が「僕は一切，子育ては手伝わないからね。費用も一切君のお

金で」と言った人がいて，女性が非常にしんどい思いをしたということが

ありました。

（ 3）課題克服に向けて

　まずですね，やはりパートナー選びがまず大事だと思います（笑）。

　日本女性法律家協会の主催しているキャリアサポートセミナーでも，講

師の方は皆さん，パートナー選びは大事だと言っています。彼の人生の伴

侶になるのではなく，自分が自分の人生における主役になれるようなパー

トナーを選ばないといけない，ということだと思います。

　これが対策なのかと言われそうですが，現実のところはそうなのかなと

思います。
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　彼の人生の伴走者にならない，ということですね。自分の人生は自分で

走ると。それを受け入れられる人を選ばないと，やっぱりなかなか，両立

をして仕事を続けていくことは難しいのかなと思います。

　自分の経験を振り返っても，配偶者は同業なんですけれども，出産した

時は，子どもが保育園に入ってからも， 3歳くらいまでは，早いときは15

時半，遅くても18時には事務所を出るという生活を配偶者と 1日交代でし

ていました。バリバリ働いている姉弁の生活を見て，こんなんじゃだめだ

と焦っていました。でも，今思うと，そんな時間はすごく短かった。そう

いう制限のある期間はそんなに長いことではありません。子どもが小学校

に入って，学童から 1人で帰ってこられるようになるのは10歳くらいでし

ょうか。たかが10年，妊娠期間を入れても11年です。弁護士は定年がない

ので，70歳まで働くのであれば，40年，50年の働く人生の中で，そんなに

長いことではないので，焦らずに，長い目で見るということも大切なのか

なと思います。

　あとは，メンター制の話ですね。友人，先輩などの知り合いを広く作っ

て，ロールモデルを探すということがとっても大事だろうと思います。私

が最初に入った事務所には，姉弁がいましたが，事務局も含めて，子育て

をしながら働いている人が一人もいませんでした。その中で，私が子ども

を産んで，15時半とか，遅くとも18時に帰ったり，夜の打合せはほとんど

できないという状況で，「これから私，弁護士を続けていけるんだろうか」

とすごく不安でした。そんな中，委員会で知り合った女性弁護士が，子ど

もを 2人育てて，おまけに個人事務所で事務所を経営していたんですね。

そういう人を身近で見て，いろんな話を聞いて，ああこういう人と仕事を

したいと思って，実は私，その人の事務所に押し掛けて行って，そのまま

事務所に入れてもらったんです。そんな風に，身近に両立している人がい

て，その人の話を聞いて，ということが，自分の自信になっていって，こ

れからも続けていけるんだという力になりました。なので，メンター制は

非常に大事だと思います。弁護士会がメンター制を作ってくれるかどうか
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は分からないのですが。作ってくれないとしても，自分で探して，委員会

とか弁護団とか，いろんな活動をしていく中でメンターと知り合うことが

できるので，そういう人を見つけるということも，自分の仕事を続けてい

く上で大事かなと思います。

　あとは，日常の女性弁護士の活躍の場を広げて，いろんな事件で活躍し

ていくという意味では，やはり日常で感じる問題，直観とか疑問を大事に

すると，新しい分野の差別の問題意識に目覚めて，仕事の分野が広がって

いくのではないかなと思います。女性が持つ違和感とか，人権侵害の発見

の糸口になるのではないかなと思います。

　最後に，機会を断らない，オファーを活かすということ。たとえば，委

員長やってください，会長やってくださいと言うと，無理ですと言って断

る人が結構いらっしゃるんですが，そういう時に，ちょっと難しいかなと

思っても，受けてみることによって，見える世界が非常に変わってくると

いうことがあります。引き受けることで，人脈も広がるし，勉強もする

し，見える世界が違ってきます。というわけで，引っ込み思案にならず

に，何かにチャレンジをするということが，これから女性弁護士にとって

必要なことだなと思っています。

　お 2人と違ってベタな話で申し訳なかったのですが，ご清聴ありがとう

ございました。

【質疑応答】

Ａ ：立教大学法学部 4年生の Aと申します。とても勉強になりました。

独特の視点を持っている女性の立場と，なかなかその視点を分かり得な

い男性の立場とで，衝突があると思うのですが，そういう時に，女性の

視点を男性に伝えていくために，どういう工夫をされていますか。

金 澄：なかなか分かり合えないところが多くて（笑）。弁護士会でも，強

姦に関する刑法改正のところでは，ずっとずーっと対立していてです

ね。両性の平等に関する委員会は女性の立場で発言していて，刑事法制

の委員会は伝統的な価値観でやってきているので，ここはもう全然理解
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が得られないで，ずっと対立したままです。何をもって衝突を回避して

うまくやっていくかというのは，刑法に関しては，非常に困難です。

　 　たとえば夫婦別氏に関しては，弁護士会で，粘り強く，これは間接差

別だし問題ではないかということをずっとずっと言い続けてきて，弁護

士会としては選択的夫婦別姓でいくべきだと意見をまとめることができ

ました。それは本当に粘り強くやりました。男性が姓を変えるんだった

ら嫌でしょという感覚に訴えるところからはじまり，理屈での説得もし

ました。

　 　そういう風にやることによって少しずつ歩み寄れる分野もあるのです

が，全然歩み寄れない分野もあるのは確かです。そこで短気を起こさな

いということも，非常に大事だろうなと思います。

　 　だって，外国では変わってきていますよね。別姓も，認めていないの

はもう日本だけになりましたし。強姦罪の規定だって，女子差別撤廃委

員会からは，そういうところも処罰の対象にするようにという勧告も受

けている。そういう中で，世の中は変わっていっているんですよという

ところで説得していくしかないのかな，と思います。長い目で見て，短

気を起こさない。これは，自分にも自戒を込めて言っているのですが。

そんなところではないかなと思います。

5 ． 3 名の若手女性弁護士から見た「仕事のやりがい」

（ 1） 渥美優子弁護士（早稲田大学大学院法務研究科修了生／早稲田リーガル

コモンズ法律事務所パートナー）

　簡単に仕事のやりがいをお話したいと思います。法曹という仕事は，女

性が年齢を重ねて，結婚・出産して，将来的には親の介護をして，という

人生のプロセスの経験が仕事に生きるという珍しい仕事だと思っておりま

すので，自分の経験から簡単にお話したいと思います。

　私は大学を卒業した後，証券会社で勤めて，その中で結婚・出産をしま

して，出産後焦って 2か月で復帰したんですけれども，今後キャリアプラ
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ンはどうするのという感じで。いわゆるサラリーマンの女性が勤めていく

中で不安を感じるような出来事が起こった時に，ちょうどロースクールが

できました。私は，曲がりなりにも法学部を出ていたので，そういう機会

にやってみようということで，ロースクールができた時に 1期生として入

学して，合格後，大手の渉外事務所に入りました。楽しく働いてはいたん

ですけれども，それこそ家にほとんど帰ってこないというような生活を数

年送って，また出産しました。ちょうどその頃，早稲田大学大学院法務研

究科の 1期生で同期だった人たちが事務所を立ち上げるということだった

ので，そのタイミングで，退職しました。事務所を立ち上げて，今は設立

3年目ぐらいなんですが，30人ぐらい弁護士がおりますので，その経営

と，弁護士の仕事をしております。

　今の仕事としては，企業法務の仕事が半分と，あとは一般民事，特に家

事事件が半分というような割合です。

　なぜ法曹という仕事が，私のような状況でもプラスになるかについてお

話します。

　家事事件，特に離婚，子どもの問題とか，DV，相続などでは，依頼者

が男性であっても女性であっても「女性の弁護士がいい」，または「子供

がいる人がいい」，という形で仕事が回ってくることもあります。話して

いる中で，自分の経験がアドバイスに生きることもあります。そういう意

味では，私，たとえ離婚しても，弁護士としてのアドバイスに重みが出る

だけですので，プラスでしかないと思います（笑）。今後の不幸が何も怖

くないという感じなんですけれども（笑）。

　一方，不利に思える企業法務ですが，中小企業の社長さん，大企業の役

員さんに，恐れ多くもアドバイスをするのが弁護士の立場なんですね。歳

をとっていることで多少聞いてくれることもありますし，珍しく女性の弁

護士が出てくるということで顔を覚えてもらえる，次に使ってもらえると

いうこともあります。もちろん限界もありまして，海外出張の仕事とか，

泊まりがけの仕事とか，体力勝負の仕事とか，簡単には受けられない仕事
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はあります。それでも女性としてやっていくことでプラスの方が多いと思

っていて，「○○○ができないから悔しい」ということは，今はもう全く

なくなりました。そういう意味では，企業法務であっても，家事以上にプ

ラスをいただいているのかなと私は思っております。

　事務所経営という意味では，当然，女性の視点が大事です。未だに事務

局というのは女性が多くて，女性の採用，出産とかそういうところに女性

の視点が欠かせないので，経営者としてアドバイスできることも，経験を

積めば積むほど，そういう形で貢献できるのかなと思います。

　最後に，一番は，個人事業主になることができるというのが良いところ

です。組織なりの良い点は後のお二人にお話いただければと思いますが，

個人事業主の何が良いかと言いますと，学校行事など，子育てをこなすに

はある程度仕事に融通をきかせることが必要になってきます。サラリーマ

ンの時はほとんど行けなかったんですけれども，普段面倒を見られない申

し訳なさをなんとかカバーしています。また，夜は基本的に仕事を入れな

いようにしています。弁護士会の研修は18時からが多くてですね，研修に

はほとんど参加できないのですが，そこはもう諦めたり，オンラインで受

講できるシステムでカバーしたりしています。

（ 2）今井優弁護士（千葉大学大学院専門法務研究科修了生／国土交通省）

　私は弁護士としては 5年目になります。最初に，小規模事務所に入りま

して，だいたい 4年間，民事事件，刑事事件，破産等の普通の事件を経験

して，昨年の 7月から，今の国土交通省で勤務しております。任期付公務

員というもので， 3年間の任期がついていますので，だいたいあと 2年間

は国土交通省で働けるということになっています。今回，役所から来てい

るのは私だけですので，国土交通省での仕事のやりがいについて私からお

話させていただきたいと思っております。

　一番はやはり，国土交通大臣の名前で仕事ができるということですね。

もう一つは，組織の中で重要な決定権を持つことができていますので，そ
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れについてはやりがいを感じています。 3点目として，今，私は広報課に

所属していて，同じ課に30人ぐらいいるのですが，弁護士は私一人だけで

すので，何かしら広報に関する法律の問題が起きると私に質問が殺到する

という状況で，皆さんから頼られているなということを実感することがで

きています。

　具体的にどんな仕事をしているかというと，所属としては，大臣官房広

報課情報公開室というところでして，情報公開をやっています。一般的な

情報公開ということではなくて，情報公開法に基づく開示請求が来た場合

の開示決定についての判断をしているというのがまず一つです。あとは，

地方の支部局（地方整備局や運輸局）が行った開示決定に対する不服が上

がってきた場合の審査請求を上級行政庁としてやっています。大きな仕事

としてはこの二点です。両方とも，大臣の名前でやっておりますので，責

任をもってやることができています。大臣の名前で文書が出せるというの

はなかなかあることではないので，やりがいをもってやっています。

　 2点目の，組織内で決定権を持っているという点ですが，行政機関では

決裁という制度を取っていますので，一公務員がやった仕事を上司がいち

いちチェックをしていって，最終決裁権者の OKが出れば，大臣名や局長

名で文書が出せるということになっています。

　私の役職は専門官というのですが，一般的に言うと課長補佐級というこ

とで，だいたい私と同じ役職にいらっしゃる方は，45歳ぐらいの方が多い

ですね。私以上の方が決裁権を持っているので，行政が物事を決める場合

には，私以上の者がチェックをするということになります。言い方を変え

れば，私のチェックで OKが出なければ物事が進まないということなの

で，かなりの決定権は持たせていただいているのかなと思っています。も

ちろん，決定権を持っている代わりに責任も負わなければならないという

ことなので，その点はやりがいを感じて毎日働いています。

　最後に 3点目ですが，広報課の皆さんからいろいろと質問を受けること

があります。広報課では，広報誌を出しているので，知的財産法とか，



女性法曹の社会的意義を考えるシンポジウム（2016年 6月 4日開催）　　163

諸々契約のことなども質問を受けたりします。その点について法的な助言

はさせていただいています。

　他にも，訴訟が起きたりしているので，指定代理人として裁判に参加し

たりですとか，法曹としての役割は相変わらず果たしています。

　2016年 4月 1日に改正行政不服審査法というものが施行されましたが，

法律の専門家がなかなかいないので，この法律が変わることによってどう

いう業務に変化があるかをリサーチして欲しいと言われて，リサーチした

りもしています。役所の中にいながら，法的なサポートは常にやらせてい

ただいているという印象です。

　以上のように，やりがいを持って仕事をしているのですが，やっぱり，

法曹資格を持っているからこそ，今こういうやりがいを持ってやれるので

はないかなと思っています。最初に法律事務所で働いて，最近は中央の官

庁で働いているということですが，法曹資格を持っていることで，自分で

選択して，いろんな場所で働けると思うんですね。自分のやりたいことを

主体的にやることができるというのは，法曹資格を持っているからこそだ

と思います。なので，これから法曹資格を目指す女性がいらっしゃるよう

であれば，ぜひぜひ法曹界へ，と思っております。

（ 3） 鍛治美奈登弁護士（中央大学専門職大学院法務研究科修了生／キリン株

式会社）

　私は現在キリン株式会社の法務部に所属しております。弁護士としては

8年目になります。最初は銀座にある12人くらいの小さい事務所に所属し

ておりまして，いわゆる一般民事と企業法務を半分ずつぐらいやっており

ましたが，2014年，キリンの方に転職しました。なので，どちらも分かっ

ているということと，どちらにおいても女性であることは良いなと思う点

がありますので，それを今日はお話できればと思います。

　マチベン時代は，先ほどもお話がでていた弁護士会の男社会ぶりに最初

はびっくりしたんですけれども，自分にとっては，逆に珍しさを売りにで
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きたといいますか，女性でまだ若いのに頑張っているねと見てくださるお

客様もいました。もちろん，女性ゆえに，言っても分かってもらえない，

辛いような経験もありました。珍しがられてたくさん良い思いもしてきた

なというのも実感としてあります。

　私が所属していた事務所は，組織側の代理人もやっていましたけれど

も，労働者や被害者等いわゆる弱者側の代理人もやっていまして，いろん

な視点でものが見られたというのは良かったです。組織においても弱者に

おいても，半分はやはり女性ですので，女性の視点を取り入れた考え方，

進行をしたいというニーズには応えられてきたのかなと思います。あと

は，中小企業の社長さんなんかは，弱音を吐けない，女性の方が話しやす

いということでいろいろとご相談いただいて，お客さんになっていただい

たこともありましたので，そういうところで生かしてこられたのかなと思

います。

　ただ，事業主としてやるときに，ワーク・ライフ・バランスという話が

先ほど出ておりましたが，これからパートナーになっていくにはお客さん

ももっとつけないといけないし，時間もどんどん増えていくし，どうした

らいいんだろうという不安もありました。とにかく 5年間はここで頑張ろ

うと思ってやっていました。その中で，一つは，小さい企業のお客さんの

仕事をする中で，海外の仕事が全くできない，私は分からないから大手に

よろしくと紹介したりしていたのが嫌だったので，なんとか海外のことが

できる仕事に携われないかなと思い，企業に興味を持ちました。もう一つ

は，ワーク・ライフ・バランスのところでですね，これから結婚をして出

産もしていきたいなと思っている時に，組織というのが魅力的に映りまし

た。一弁護士としてやるやりがいとして，自分の名前で，自分で責任をも

ってやれるというのはあるんですが，デメリットとして，誰も変わってく

れない，どんなに体調が悪くても裁判には絶対行かないといけないです

し，誰も変わってくれない不安，あとはお客さんを断り続けられないプレ

ッシャーというのが常にありました。その意味では，組織には人がいっぱ
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いいますから，組織として仕事をすれば，時間的な余裕もできて，精神的

にも余裕ができるのかなと思って，転職しました。

　現在，キリンの法務部には30人います。キリンは全体で従業員が 4万人

いる大きな会社なんですけれども，法務部は30人で回しています。今やっ

ている業務は，海外の子会社に対する支援です。私は，海外のことがやり

たいということでキリンに入っていますので，そういうお仕事にも携わら

せていただいて，今は本当に毎日勉強です。国内訴訟ばかりやっていた時

は，英語を全然やらなくてよかったんですが，2014年からは英語の契約書

と英語の仲裁等の文章を読んで対応していかなければならないので，日々

勉強なんですけれども，その分楽しいですね。日々新しいことを勉強し

て，やりがいを感じながらやっています。

　何が一番違ったかというと，圧倒的に女性の比率が大きいです。特に，

我々のような消費財のメーカーは，人口の半分が女性で，女性に対しても

商品を売っていかないといけませんから，比較的男女の違いがないと言い

やすい業界だと思います。また，株主総会をやっていても，常に株主か

ら，役員に女性が少ない，なぜそういう視点を入れていかないのかという

ご意見をたくさんいただきます。したがって，経営陣としても，どうやっ

て女性の視点を入れていくか，活用していくかを真面目に考えないと，営

業にも直結してきますし，株主からの期待にも応えられないというふう

に，だいぶ社会が変わってきています。なので，今，組織の中にいて，女

性であるから不利益だということはないです。むしろ，プラスです。社会

の流れとして，女性の経営者をもっと増やしていこうという流れがありま

すので，研修なども，以前は手を挙げにくいということもあったんでしょ

うけれども，今は積極的に手を挙げなくても，行ってみないかということ

で声をかけていただけますし，非常に恵まれているなと思うことの方が多

いです。

　そういう仕事を通して，今回のテーマである女性弁護士ならではのやり

がいとは何かと考えると，やはり社会のルールを知っている強さというの
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があると思います。不条理なことに NOと言うときに，感情だけで言っ

ていてもなかなか説得できないんですが，法律という社会の物差しに則っ

て，自立している経営者・事業主の視点も持った一人としてものが言えま

す。それを，経済的な意義とか，社会的な意義と結びつけて説明，説得し

ていけるというのは，やはり女性弁護士ならではのやりがいや意義なので

はないかと思います。あとは，自立できるということがとても強いと思い

ます。女性側の離婚の訴訟を見ていると，経済的に自立できていないか

ら，男性に頼って，ものが言えなくなって辛い思いをしている方を見た

り，被害にあっていても，社会的に弱くものが言える立場にないからとい

うような意見をいっぱい聞きました。そういうふうに思う必要がない，生

きようと思えば生きられるというのがあります。自立できるというのがメ

リットかなと思います。あとは，同年代の女性と比べて，弁護士資格があ

ることによって，人間関係がすごく広がったなと思います。20代で会えな

いような経営者にいっぱい会いましたし，その経営者が私の話を聞いてく

れるという経験はとても貴重だったので，一会社員として，組織の一員と

して入るよりも，声が大きく，発言を聞いてもらえるというのが，弁護士

としてのやりがいだったかなと思います。

　とりとめのない話になりましたが，結論としては，私は本当に弁護士に

なって良かったなと思っています。これからどんどん仕事もプライベート

も楽しんでいきたいですし，家庭に引っ込むつもりはさらさらないので，

そういうことを押してくれる旦那さんだと思いますし，もっと，社会のた

めに，世のためになっていけたらなと思っています。

6 ．パネルディスカッション

石 田：まず，最初に，女性法曹，女性の法律専門職のニーズというところ

からお話を伺いたいと思います。

武 川：私，公務員ですけれども，公務員も，内閣提案の法律を作ったりと

いう，ルールを作っていく場にあるわけなんですけれども，女性の法曹
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にも，もちろん日弁連などの弁護士会などを通じてルールを変えるとい

うことで，いろいろとマクロで活動していらっしゃる場がございます。

　 　それから，もちろんルールが決まったとしてもですね，それをどのよ

うに活用して，どのような判決に導いていくのかという，ルールの解釈

とか，運用とか，そういうところでは，本当に法曹の役割というのは大

きいです。ルールと言いますと，一見，性別にニュートラルにできてい

るように見えるものが，今日ほとんどだと思いますけれども，しかし実

際それがどのように社会の中で機能するのかとなりますと，本当にこれ

はもう大きく変わって参ります。ご存知のように，消えた年金の問題と

かございましたけれども，年金を一つ取ってみても，女性の場合，若い

頃勤めていて，結婚と同時に辞めて，苗字が変わって，それから子育て

が一段落すると別の会社に就職して，ということがあります。三号被保

険者になったり，また二号になったり，苗字も変わってというふうにな

るため，消えた年金というのは女性に多かったと言われています。人間

は環境の動物なので，自分が置かれていないところにはなかなか想像力

が及ばないということで，制度を設計する側にそういうことが念頭にな

いまま制度を作るとですね，あんまり女性にとっては良い結果にならな

いということがあります。ルールを作る側に女性が増えるということは

一番重要ですし，それからもちろんその解釈もですね。

　 　選択的夫婦別姓の最高裁判決においても，女性裁判官 3人，つまり裁

判官の20％だったんですけれども，これが30％，40％であったら，判決

の結論に影響を及ぼしていたかもしれません。それから具体的な離婚な

んかもそうです。やっぱり法律自体が女性を守ってくれるわけではなく

て，ルールを決めているに過ぎないわけですね。そのルールをどのよう

に使って戦うかというところに，女性が居るかどうかというのは非常に

大きいと思います。

道 ：まさに今，武川局長がおっしゃっていたこととも相通ずるのですが，

先ほどの 3名の弁護士の方のお話を聞いていても，社会もまた変わって
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きているということと，法曹そのものが変わってきているということも

感じました。

　 　社会が変わっているということでは，既成概念にはあまりとらわれな

い存在というのはとても貴重であります。法曹というのは，今までは保

守的な役割を担うことがあって，仕事の仕方もわりと決まった範囲のも

のだったのが，変わってきて，一人一人がいろいろな役割を担うように

なってきました。双方の相互作用で，既成概念により捕われない女性の

法曹の存在というのは，社会の新しい在り方を作る上で，とても貴重な

のかなと思っています。活躍の場は，もちろん企業や，公務員という形

の組織内もありますし，そうではない場所でもいろいろあるのではない

かというふうに感じているところです。

　 　それと，私は，学生の方に「弁護士というのはどういうお仕事なので

すか」と言われたときに，「私のような150センチの体でも，体が 2倍以

上で腕力が 3倍以上の男性と対等に戦うし負かしちゃうんだよね」とい

う話をするんですけれども（笑），腕力以外の力を持っていると言える

と思います。それによって，まさに正義を実現することができるとい

う，言ってみれば夢のような仕事であると。スカッとする仕事です。か

つ，仕事を20年していく中で，感動を伴う仕事というのもいくつかあり

ました。生身の人間の人生を背負うという責任の重さと裏腹なんです

が，素敵な仕事であるということも言えるのではないかなと思います。

　 　さりながら，ニーズがある一方で，もっともっと活躍を広げていく上

での課題もあるんだろうなと思っています。先ほど，ご質問にもありま

したが，どうやって意見の違う人たちに自分たちの考えを伝えていくか

ということについては，戦略とか，技能というものを，我々も培ってい

くべきだなと思っております。行政や企業などの組織の中で仕事をして

いく，あるいは私のように日弁連の中で仕事をしていくと，どうして

も，正しいことを，声を大きくして言っても実現しないということがあ

ります。調整をしていただかないといけないし，意見の違う人にこそ分
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かっていただかなきゃいけないという仕事が重要性を増すんだと思いま

すね。そこには，ある種の妥協も必要だったり，回り道をしていく辛抱

強さも必要だったりします。伝統的には，日本の社会で，組織の中で下

積みをしていきながら，そういう技を身につけていったりしたのだと思

っています。もしかしたら，女性は，そういうものを習得するチャンス

がこれまでは少なかったのかもしれないと。幅のある仕事をしていく中

で，それを身につけ，武器にすれば，もう怖いものはないぞという気も

しています。そういうことも視野に入れながら，女性の活躍の場がどん

どん広がっていけばいいなと思っております。

金 澄：先ほど，渥美さんが，人生が生かせるということをおっしゃってい

ましたが，本当にそのとおりだなというふうに思っています。女性は，

人生の中で，いろんなターニングポイントがあったりして，いろんな人

生経験を，平坦ではなく積むことができるので，非常に共感力を持って

人の話を聞くという能力があると思うんですね。弁護士の仕事は，法的

なアドバイスだけではないところがあります。たとえば家族法の事件，

離婚だったり子どもの事件だったりすると，半分カウンセリング的な部

分というのがやっぱりあって，その人がなぜ悩んでいるのかということ

を，論理的に聞いていっても仕方のないところで，なかなかうまく言え

なかったりするので，辛抱強く，その人を受け入れながら聞いていく，

そういう能力というのは，いろんなケアの労働を担ってきたこれまでの

女性の経験を生かせるところだなと思います。やっぱり，依頼者は，共

感力を持って聞いてもらい，受け入れられていないと，なかなか本音を

話してくれなかったりします。そういうことを考えると，女性の持って

いるそういう能力を非常に生かせるし，それを必要とする分野というの

はまだまだいっぱいあるんだろうなというふうに思っております。

　 　あとは，先ほどもありましたが，消費者の半分は女性という，まさに

その通りで，女性の感覚というのをうまく企業の中に入れていくという

ことは非常に大事で，そういう分野というのもこれからもっとどんどん
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増えていくだろうなと思います。今，大きな事務所の設立の案内という

ものが来て，その中に 1人も女性がいないと，この事務所って何なの，

と思う時代になってきているかなと思います。そういう感覚というの

は，わりと広く共有されてきていますよね，弁護士会の中でも。女性が

1人もいないからちゃんと採らなきゃいけないという事務所も増えてき

ているので，大きい事務所にも，昔よりも入る門戸は広くなってきたの

かなと思っています。

　 　あとは，刑事事件でも，被害者参加の制度があって，そこに就くのは

女性弁護士が多かったりします。先ほど武川局長もおっしゃっていたよ

うに，ワンストップセンターなどでも法律家のアドバイスというのは必

ず必要になってきます。男性がなかなか聞くわけにはいかないので，そ

ういうところでも，女性弁護士のニーズはあるかなと思っています。

石 田：それでは，続きまして 2つ目のテーマですが，こちらの会場にもお

そらくいらっしゃるであろう，これから法律家になろうかなと思ってい

る，法律家の仕事に興味のある方に，一言エールをいただければと思い

ます。

武 川：法曹になるための試験が本当に難しいので，それがなかなか大変だ

と思うのですけれども，私は法学部でもないので，どの程度難しいかと

いうのはなかなかアドバイスできるものではないのですが。

　 　いろいろ議論が出ていましたけれども，とにかく資格があって，自分

が一身独立できる。これが女性にとって非常に重要なことですね。それ

から，もちろんこれからは，いろいろな選択肢が増えます。政治家で

も，弁護士からなられる人がとても多いです。やっぱりいろんな政党で

も，女性の弁護士をぜひスカウトしたいという動きは非常に強まると思

います。それから取締役ですね。社外取締役を 2名以上入れようという

話になったり，女性比率を上げなければえるぼし認定を取れないとかで

すね。国際的にも，ESG投資とかそういうことで投資家からも評価さ

れるようになって。女性の取締役を増やしたい場合には，女性の弁護士
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というのは非常に魅力的な人材プールとみなされていますので，非常に

可能性が広いですし，これからますます広くなる，そういう職業だと思

います。ぜひ，チャレンジしていただきたい，というのが私からの希望

です。

道 ：以前よりもずっと，ロールモデルが豊かになってきたのかなというこ

とを，改めて今日，感じました。これは弁護士に限らないのですけれど

も，自分よりちょっと上の素敵な大人を探すというか，楽しく生きてい

る人を探すと（笑）。そういうことで，ぜひ自分の素敵な人生を切り拓

いていただきたいと思います。

　 　私自身は，さっき，自分自身トホホの毎日であるとお恥ずかしながら

申し上げたんですけれども，内外のリソースを使って何とか綱渡りをし

ているということです。そんなわけで，私は10歳の娘に本当に顔向けで

きない生活を送っているのですが， 6歳頃から，娘が「お母さん今日は

誰を助けてきたの」と聞くようになったんですね。それで，守秘義務に

反しない範囲で（笑）話していたら，考えるところがあったらしくて，

ディズニー映画を見ていても，「お母さん，お姫様はつまらないね。助

けられるだけで，誰かを助けないから」ということを言いだして，それ

で「アナと雪の女王」を見たら，「お母さんこれだよ」と言って（笑）。

「誰かを守るんだね，新しいお姫さまだね」と。非常に恥ずかしい，ト

ホホなお母さんではあるけれども，一番身近にいる人間に，世の中の役

に立つために申し訳ない思いをさせているんだという思いが伝わってい

るのかなと思います。これから仕事を選ぶ皆さんには，どうせ仕事を持

つなら，大切な人に誇りをもって語ることのできる仕事をぜひ持ってい

ただきたいなと思います。

金 澄：弁護士の良いところは，責任もあって，貧乏になって飢える自由も

あるけれども，自分の好きな信念に沿った仕事ができる自由もあるとこ

ろです。私は，女性の人権，DVとか，虐待とか，離婚の時の非常に不

条理な扱いとか，そういうものを絶対変えたいというのが信念で，やっ
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てきているので，その信念に反するような，あんまりひどい DVの加害

者側の事件は断ることにしています。自分のやりたいことを，選んでで

きる。選ぶと言うと偉そうなんですけれども，でも信念を曲げないでい

られるということは，私にとっては一番価値のあるところだなと思って

います。信念に沿ったことをずっとできるというのは，法曹の一番良い

ところだなと思っています。たとえば，政治的な活動でデモに行きたい

とか，何かやりたいと思った時にも，それを止められるということもな

く，自分の信念に沿った言葉を言えるというのは，非常に大きなことだ

なと思います。

　 　あとは，これから弁護士になって食べていけるんだろうか，というと

ころの悩みもあると思うんですけれども，楽観的なのかもしれませんけ

れども，きっちりとやって，人から信頼されるようになれば，仕事はつ

いてくると私は思っています。 1つ 1つの事件を大事にして，依頼者か

ら信頼されると，必ず，困った人が周囲にいたら紹介してくれて，だん

だん依頼者層は広がっていきます。

　 　私は，弁護士 5年目に事務所を移って，自分のロールモデルになる方

のところに，押しかけて 2年間行って，その間に仕事もしながら大学院

も行って，大学院卒業と同時に個人事務所を開きました。その時にやっ

ぱり，食べていけるかどうかすごく心配でした。その時に，事件を回し

てくださったのは，弁護士会で夫婦別姓の活動をやったりしていた時に

知り合った他の女性弁護士でした。その弁護士から事件を回していただ

いて，その依頼者を大事にしていると，そのうちどんどん広がって，と

りあえず食べるには困らないぐらいの事件は来るようになっています。

　 　 1つ 1つを大事に，あとは人の輪を広める，出会った人を大事にして

いると，事件は何とかやってくる。なので，心配しすぎないということ

も大事だろうなと思います。心配しても変わらないことはあるし。心配

しているぐらいだったら，きっちりと大事に， 1つ 1つの仕事を丁寧に

やっていけば，広がっていく。困っている後輩がいたら一緒にやろうか



女性法曹の社会的意義を考えるシンポジウム（2016年 6月 4日開催）　　173

なと思って，この頃，私も事件を少しずつ後輩と一緒にやるようにして

いるんですけれども，そういうように何とかなっていくんじゃないかな

と思っています。非常に楽観的と怒られるかもしれないんですけれど

も。でも，そういう面もあるということを忘れないでいただきたいなと

思っています。

石 田：ありがとうございました。それでは，フロアから質問がありました

ら，挙手お願いいたします。

甲 斐：本日は本当にありがとうございました。本日いただいた提言を法科

大学院教育にどう生かすかということを，ぜひアドバイスいただきたい

と思います。

鍛 治：あくまで私見ですけれども，やはり先ほどから出ているロールモデ

ルをもっともっと発信していくと。結局働かないほうがいいんじゃない

か，と思っている学生も居てですね。社会に出て仕事をしている女性に

は，どちらかというと仕事だけしている女性が多いように映っているよ

うで，そうではなくて，両立している先輩もいっぱいいるんだよという

ロールモデルを，具体的に示していけると，「仕事もできるし自立もで

きるしやりがいもあるし，家庭も持っていけるんだ」と。そういうイメ

ージができると，弁護士に対するより良いイメージになっていくのかな

と思います。

今 井：法科大学院としてもしやることがあるとしたら，先ほどお話が出ま

したけれども，年の近い先輩方とか，ロールモデルと，お話をできる機

会をたくさん作っていただければ，参考になるお話を伺えるので良いか

なと思っております。

武 川：法科大学院だけの問題ではないかもしれませんが，大学に保育園を

作るというのは，最近いろんなところでされています。こういう資格の

場合，いったん就職して，それから辞めて，法曹を目指すために大学院

に入られるという方もいらっしゃると思いますので，保育園があるとい

うのは，象徴的にも良いのではないかなと思います。それから，これは
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女性法曹を増やすという話とは少し違うかもしれませんが，女子差別撤

廃条約などの国際的な人権条約をぜひ教えていただけると。なかなか，

日本の憲法の先生でも，基本的人権に関する考え方が，国際的な人権の

流れから見ると，あんまり国際水準じゃないんじゃないかなというよう

な方もいらっしゃるので。ぜひ，そういった人権条約なんかも教えてい

ただけると，日本の人権の状況というのが国際標準に近づくのではない

かなと思います。

道 ：やはり，教える側に女性をもっと増やしていったほうが良いのではな

いかと思います。先ほどから出ているロールモデルとの関係もあります

し，そこに多様性を感じたり，教員との共有，共感，というのも持ち得

るわけで。教える側の男女比と教えられる側の男女比はある程度関連す

るのかな，と思っています。あとは，私が留学先で言われたことです

が，女性のプロフェッションが持っているそういうジレンマというの

は，世界共通なんですよね。アメリカでは，ライフイベントの起きる時

期というのは，女性の弁護士は一旦組織内に行ったりして，制度とか組

織にある程度守られるという時期をもつこともある，と言っていまし

た。法科大学院でできることとしたら，そういうことも含めたある種の

キャリアサポートというのでしょうか，女性法曹の働き方の多様性を後

押ししてあげるような情報提供などがあってもいいのかなと思っており

ます。

金 澄：今の，女性の働き方にいろいろな選択肢があるというのはなかなか

大事です。ロースクールとか法学部の学生さんには，企業に入って働

く，企業内弁護士という選択肢があることがあまり知られていないんじ

ゃないかなという気がします。いつも司法試験と言うと，弁護士になっ

て，ドラマとかに出てくるああいう仕事をするのね，と思っている人た

ちが多い。それで，そんなところでは勤まらないわと思っている人もい

るんじゃないかと思います。そうじゃなくて，企業に行く，公務員にな

る，いろんな選択肢が広がっていくんだということをもっと宣伝をする
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というのは，とても大事なことなのかなと思っています。あとは，ロー

スクールでは，モチベーションを保つために，裁判で戦って苦労してき

たような当事者のお話を聞く機会もあっていいのかなと思います。やは

り，こんなに役に立つ，こういうふうに人を助けられるんだというもの

を感じて，法律を使って何が起こるのか，どういうふうに変わっていく

のかということが具体的に分かると良いのかなと思っています。




